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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上端（２）と、下端（３）と、上端（２）から下方に延びる軸方向孔（４）とを有する
円筒状構造形状の耐火性一体成形ストッパー（１）であって、該ストッパーをリフト機構
に取り付けるための手段（５）が、軸方向孔（４）の中に上端（２）からの距離ｄで備え
られていて、ストッパーが三つの部分（Ａ，Ｂ，Ｃ）に分けられていて、第一部分（Ａ）
が上端（２）から下端（３）の方に距離ｄより長い距離まで延びていて、第二部分（Ｂ）
が第一部分（Ａ）から下端（３）の方へ延びていて、第三部分（Ｃ）が、第二部分（Ｂ）
から延びていて、またストッパーの下端（２）で終わるストッパーノーズ（６）を具備し
ている、耐火性一体成形ストッパー（１）において、第二部分（Ｂ）の断面形が円形であ
ることと、第二部分（Ｂ）の平均的断面の直径が第一部分（Ａ）の断面の直径より小さい
ことと、第三部分（Ｃ）の最大断面が第二部分（Ｂ）の最小断面より大きいこととを特徴
とする耐火性一体成形ストッパー（１）。
【請求項２】
　第三部分（Ｃ）の最大断面が、第二部分（Ｂ）の平均的断面より大きいことを特徴とす
る、請求項１に記載のストッパー。
【請求項３】
　第一部分（Ａ）が、上端（２）から、距離ｄの２倍に少なくとも等しい距離まで延びて
いることを特徴とする、請求項１又は２に記載のストッパー。
【請求項４】
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　第一部分（Ａ）の断面が、一定であるか又は下方へ先細になっていることを特徴とする
、請求項１～３のいずれか一項に記載のストッパー。
【請求項５】
　第二部分（Ｂ）が、縦の断面で凹状の輪郭を有することを特徴とする、請求項１～４の
いずれか一項に記載のストッパー。
【請求項６】
　第二部分（Ｂ）が、第一部分（Ａ）から第三部分（Ｃ）に向けて徐々に先細になってい
ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載のストッパー。
【請求項７】
　第二部分（Ｂ）が、双曲面形状を有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一
項に記載のストッパー。
【請求項８】
　第一部分（Ａ）から下方に延びていて、徐々に細くなる断面を有している第一の副次的
部分（Ｂ１）と、第一の副次的部分（Ｂ１）の最下部から第二部分（Ｂ）の最下部まで延
びていて、一定の断面を有している第二の副次的部分（Ｂ２）とを第二部分（Ｂ）が具備
していることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載のストッパー。
【請求項９】
　軸方向孔（４）が、第一及び第二部分（Ａ，Ｂ）を通して延びていることを特徴とする
、請求項１～８のいずれか一項に記載のストッパー。
【請求項１０】
　ストッパーノーズ（６）が、下端（３）の周囲にガスを吹き込むための手段（７，８）
を具備していることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載のストッパー。
【請求項１１】
　ストッパーノーズ（６）の少なくとも一部（７）が、多孔性材料から成ることを特徴と
する、請求項１０に記載のストッパー。
【請求項１２】
　第三部分（Ｃ）が、第一及び第二部分（Ａ，Ｂ）の軸方向孔（４）と連通している軸方
向孔（８）を具備していることを特徴とする、請求項９又は１０に記載のストッパー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器から液中の出口をとおる溶融材料の流量の制御において弁機構の部品と
して使用されるストッパーに関するものである。より具体的には、本発明は、耐火性一体
成形ストッパー、即ち、例えば取鍋またはタンデッシュのような溶融物収容容器の底に装
着されたノズルから出る溶融金属の流量を制御するために一般に使用されているような一
体形セラミックストッパーロッドに関するものである。これは、タンデッシュの基部にあ
る開口を通って、ノズル及びシュラウドを経由して水冷された型に入る鋼の鋳造に適用さ
れる。
【背景技術】
【０００２】
　典型的に、そのようなストッパーは、静圧縮成形されたグラファイト／アルミナの細長
い円筒状耐火性セラミック本体から成るものであり、前記細長い円筒状耐火性セラミック
本体は、対応する出口ノズルのスロートに係合するのに適した丸い又はテーパ状の輪郭（
ストッパーノーズ）を下端に有しており、又ストッパーを外部のリフト機構に固定するた
めの接続手段の形状を上端に有しており、また前記リフト機構によって流量が制御される
。
【０００３】
　ストッパーの動作は基本的に単純である。機械的リフトシステムは、ストッパーロッド
をノズル上の着座位置から垂直に持ち上げるように使用されて、ノズルを通って流れる溶
融金属の体積を少なくするか又は限定する。しかしながら実際には、そのようなストッパ
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ーロッドは、長期間にわたり溶融金属の中に沈められるというような過酷な環境条件の下
で作動されなければならず、また注湯工程で遭遇する大きな熱衝撃に耐えることができな
ければならない。
【０００４】
　ストッパーのコストは、手作業及び対価材料の量に基本的に基づいている。ストッパー
の重量を低減することによりコストを低減する試みが既になされてきた。そのような場合
、強度不足を回避することに注意しなければならない。欧州特許出願公開第６２５３９１
号明細書が溝付きストッパーを開示しており、前記溝付きストッパーの外面は何本かの軸
方向の溝を備えている。そのストッパーの外面は、交互に並ぶ丸い突出部と窪みとを具備
する波打ち輪郭を有して、通常の円筒状ストッパーの強度を保持すると言われる波打ち構
造を提供する。しかしながら、ストッパーの複雑な型からストッパーを取り出すのに必要
な時間が、耐火材料の節約に対して極めて均衡を欠く。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、手作業を可能な限り少なくしたままで、強度不足を生じさせることなく、より
少ない耐火材料の使用を可能にする構造を持つストッパーが提供されることが望ましい。
本発明は、これらの課題を達成する改良されたストッパーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一つの態様によると、上端と、下端と、上端から下方に延びる軸方向孔とを有
するほぼ円筒状構造形の耐火性一体成形ストッパーが提供されていて、ストッパーをリフ
ト機構に取り付けるための手段が、上端からの距離ｄ（ｄは取り付け手段の中間にある）
で軸方向孔に備えられ、ストッパーは三つの部分（Ａ，Ｂ，Ｃ）に分けられていて、第一
部分（Ａ）が上端から下端に向かって距離ｄより大きな距離まで延びていて、第二部分（
Ｂ）が第一部分（Ａ）から下端の方に向かって延びていて、第三部分（Ｃ）が、第二部分
（Ｂ）から延びていて、またストッパーの下端で終わるストッパーノーズを具備している
。本発明のストッパーは第二部分（Ｂ）の平均的断面が第一部分（Ａ）の断面よりも小さ
く、又第三部分（Ｃ）の最大断面が第二部分（Ｂ）の最小断面よりも大きいことを特徴と
している。
【０００７】
　本発明は、ストッパーにおいて最大応力の生じる点が、リフト機構へのストッパー取り
付け手段の周囲に（上端からの距離ｄより通常は大きい距離で）通常は存在するという知
識に基づいている。本技術分野で通常認められている考え方に反して、本発明の発明者は
、ストッパーが置かれた過酷な動作条件にストッパーが耐え得ることを保証するために、
耐火材料の重要な厚さをストッパー全体に沿って有することは必要がないことに気付いた
。従って、彼らはストッパーをリフト機構に取り付けるための手段の周囲（第一部分）、
及び対応する出口ノズルのスロート内への係合になお適合しなければならないストッパー
のノーズ（第三部分）の周囲に耐火材料の在来の厚さを保持する一方で、中間部分（第二
部分）の耐火材料の厚さを減少させてそのことによりどんな強度不足も観測されることな
くストッパーの重量を著しく低減した。
【０００８】
　第三部分の寸法を小さくすることも可能であるが、ストッパーのノーズ（第三部分）が
、対応する在来型の出口ノズルのスロートの中に係合するのに適したままであるように、
第三部分（Ｃ）の最大断面が第二部分（Ｂ）の平均的断面より大きいことが好ましい。
【０００９】
　第一部分Ａが距離ｄの２倍に少なくとも等しいことが有利である。
【００１０】
　第一部分Ａの断面は、取り付け手段の周囲のストッパーに必要な強度を提供するのに十
分な程に大でなければならない。当業者は、この目的にかなう断面の範囲を在来のストッ
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パーから知っている。この部分の断面は、下端に向かって僅かに先細になることが可能で
あるが、前記断面がほぼ一定であることが好ましい。
【００１１】
　第一部分及び第三部分が、材料の節約量を増やすために可能な限り短くされていること
が好ましい。第一部分が、距離ｄの４から５倍の長さを超えないこと、及び第三部分がス
トッパーノーズに限定されることが有利である。
【００１２】
　従って、第二部分（Ｂ）が第一部分（Ａ）及び第三部分（Ｃ）に対して減少された厚さ
のものであることが本発明の真髄である。
【００１３】
　第二部分の厚さの減少は、縦の側面図でほぼ凹の輪郭によって具体化されることが可能
である。他の実施態様によると、第二部分（Ｂ）は双曲面形状又は単純なテーパ形状を有
している。
【００１４】
　しかしながら製造及び特に型からの取出しの容易化のために、第二部分（Ｂ）は、第一
部分（Ａ）から下方に延び且つ次第に減少する断面を有する第一の副次的部分（Ｂ１）と
、第一の副次的部分（Ｂ１）の最下部から第二部分（Ｂ）の最下部まで延び且つほぼ一定
の断面を有する第二の副次的部分（Ｂ２）とを具備している。材料の節約量を増やすため
に、第一の副次的部分（Ｂ１）における断面が可能な限り急に減少されることが好ましい
。テーパ-は、どの部分における応力も取付け部に近い部分より大きくはないようにある
べきであり、在来の材料強度計算が、この結果を得るのに必要な最小断面を決定すること
を可能にする。
【００１５】
　在来のストッパーでよく知られているように、本発明によるストッパーは、ガス、好ま
しくは不活性ガスが鋳造工程中に溶融金属の中に吹き込まれ得るように、ガス吹き込み手
段と共に使用可能である。一般的にそのような場合には、ガスは、ガスを下端に案内する
ストッパーの軸方向孔の中に導かれて、穴又は多孔性材料を通って溶融金属に直接的に吹
き込まれることが可能である。
【００１６】
　本発明によると、共に圧縮成形された金属又はセラミックのインサート等のような、取
付け部の全体形状が使用可能である。
【００１７】
　本技術分野でよく知られているように、ストッパーは異なる組成（ノーズのための多孔
性又は耐エロージョン性の組成、スラグラインにおけるスリーブのためのスラグ耐性の組
成、取付け部周囲の高められた強度の組成又は浸透性の組成）の様々な部品を含むことが
可能である。
【００１８】
　本発明のストッパーのノーズは、対応する出口ノズルのスロートに係合するのに適した
どんな形状も有することが可能である。任意選択的に、前記ノーズは、例えば釉薬のよう
な保護皮膜で被覆されることが可能である。
【００１９】
　本発明によるストッパーは、例えば型から取り出された本体を機械加工する段階が任意
選択的に後に続く、適切な型での静圧縮成形及び型からの取り出しのような、耐火性一体
成形ストッパーを作るための在来のよく知られた工程により製造可能である。
【００２０】
　本発明の一つの実施例が、添付図面を参照しながら一例としてここで説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　ここで図を参照すると、タンデッシュ又は容器（非図示）からの溶融物質の流量制御に
おける使用のためのストッパーロッド（１）が示されている。ストッパーロッド（１）は
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、上端（２）と、下端（３）と、軸方向孔（４）とを有する耐火性本体を具備しており、
前記軸方向孔（４）はその下方領域（８）に狭い部分を有している。アルゴンのような不
活性ガスが、ガス供給源から、ストッパーロッドの上部領域における軸方向孔を通って供
給されることが可能である。ストッパーの、リフト機構（非図示）への取付け手段（５）
が、軸方向孔（４）内のストッパーの第一部分Ａに上端（２）からの距離ｄで備えられて
いる。
【００２２】
　第三部分Ｃは、不活性ガスの吹き込み手段を具備するノーズ（６）を含んでいる。ガス
は、図１に描かれるような軸方向孔から、又は図２に描かれるようなノーズの一部分を通
して直接的に吹き込まれることが可能である。
【００２３】
　従来技術のストッパーでは（図１）、第二部分Ｂは、ほぼ円筒状であり又第一部分Ａ及
び第三部分Ｃと同じ厚さを有している。図２に描かれた本発明のストッパーでは、第二部
分（Ｂ）は減少された厚さを有している。
【００２４】
　特に、部分Ｂは、減少された断面へ急に細くなっている第一の副次的部分Ｂ１、及びほ
ぼ一定断面の第二の副次的部分Ｂ２を有している。
【００２５】
　図２のストッパーは、同等の強度を保持しつつ、図１のストッパーの重量より３０％軽
い重量を有している。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、在来技術のストッパーの概略図である。
【図２】図２は、本発明によるストッパーの概略図である。
【符号の説明】
【００２７】
１…ストッパー
２…上端
３…下端
４…軸方向孔
５…取付け手段
６…ストッパーノーズ
７…多孔性材料
８…ノーズ内の軸方向孔
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